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県 民

県 議 会

評価委員会評価委員会
・中期計画
・年度計画

計画の実行

・業務運営の改善
（次年度以降の年度計画
に反映）

・役員の処遇に反映
・中期計画の変更
・次期中期計画に反映

評価結果の活用

・業務実績の分析
・自己評価

評価の実施

・業務実績報告書の作成

実績の報告

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

 専門性の確保、外部視点
の反映の観点から、業務
実績報告書等に基づき、
調査審議

提出

評価・検討※結果の決定

知 事

評価結果通知
・所要の措置※

評価結果報告

意見

諮問

評価・検討※

結果公表

検討の内容（法第30条）

・業務継続又は組織存続の必要性の検討
・その他業務及び組織の全般の検討

中期目標期間終了時の検討※

※印は見込評価実施時（中期目標期間最終年度）のみの手続
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評価方法評価項目

（知事の評価・法人の自己評価）
 評語付与方式によるＳ・AA・Ａ（標準）・Ｂ・Ｃの５段階で評価し、その判断理由を記載。

○総合評価

（知事の評価・法人の自己評価）
 中期目標の項目別に、Ｓ・AA・Ａ（標準）・Ｂ・Ｃの５段階で評価し、その判断理由を記載。

○項目別評価

第5期中期目標期間第4期中期目標期間

R8R7R6R5R4

 R7年度評価
 第4期中期目標期間評価

 R6年度評価
 第4期中期目標期間見込評価
 業務の継続・組織の存続の必要性検討
 次期中期目標の策定

 R5年度評価 R4年度評価 R3年度評価
 第3期中期目標

期間評価

設立団
体の関
与

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価の概要
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• 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
• 業務運営の改善及び効率化に関する事項
• 財務内容の改善に関する事項
• その他業務運営に関する重要事項

中期目標大項目

法人の自己評価基準（上段：年度評価、下段：期間評価）知事の評価基準（上段：年度評価、下段：期間評価）評語

年度計画を大幅に上回って実施している。（達成度が概ね120％以上）中期目標・中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある。Ｓ
中期計画 〃中期目標・中期計画について、特筆すべき達成状況にある。

年度計画を上回って実施している。（達成度が概ね100％超120%未満）中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。AA 中期計画 〃中期目標・中期計画について、目標どおり達成している。

年度計画を概ね実施している。（達成度が概ね90%以上100％以下）中期目標・中期計画の達成に向けて概ね順調に進んでいる。Ａ
中期計画 〃中期目標・中期計画について、概ね目標どおり達成している。

年度計画を十分に実施していない。（達成度が概ね60%以上90%未満）中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れている。Ｂ
中期計画 〃中期目標・中期計画について、十分に達成しているとは言えない。

年度計画を大幅に下回っている。（達成度が概ね60%未満の場合）中期目標・中期計画の達成のためには重大な改善事項がある。Ｃ
中期計画 〃中期目標・中期計画について、全く達成していない。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価実施要領



地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館業務実績評価スケジュール
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地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館【６月末】
 好生館において自己評価を実施
 業務実績評価報告書を県（医務課）へ提出

県【７月】
 ヒアリングなどを通じ業務実績評価報告書を精査
 総合評価・項目別評価（案）を作成

評価委員会【８月12日】
 評価委員会において、好生館の自己評価及び知事の評価（案）等に
ついて意見を聴取するなどの調査審議

県議会【９月】
 評価委員会の意見を踏まえ、知事の評価結果を議会に報告
※ 評価結果を好生館及び評価委員会委員へ通知


